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告　　　　　示
 　　　　　　　　　　　　

山形県告示第770号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者を次のと

おり指定した。

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定障害児通所支援事業者の

名称及び主たる事務所の所在地
事業所の名称及び所在地

障害児通所支援の

種類
定　員 指定年月日

合同会社ヴォーチェ

山形市吉原三丁目１番５号

ことばのデイルーム奏

山形市吉原三丁目１番５号
児 童 発 達 支 援 18名 平成30. 9.27
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山形県告示第771号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の規定により、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定し

た。

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第772号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の規定により、指定介護予防サービス事業者を次のとおり指

定した。

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第773号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

より、指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第774号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の規定により、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定し

た。

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

指定居宅サービス事業者の

名称又は氏名
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日

社会福祉法人村山光厚生会
指定訪問介護事業所　村山光ホーム

村山市楯岡笛田二丁目19番40号
訪 問 介 護 平成30. 9.28

社会福祉法人村山光厚生会

外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護　養護老人ホーム村山光ホーム

村山市楯岡笛田二丁目19番40号

特定施設入居者生

活介護
同

指定介護予防サービス事業者

の名称又は氏名
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日

社会福祉法人村山光厚生会

外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護　養護老人ホーム村山光ホーム

村山市楯岡笛田二丁目19番40号

介護予防特定施設

入居者生活介護
平成30. 9.28

指定障害福祉サービス事業者の

名称及び主たる事務所の所在地
事業所の名称及び所在地

障害福祉サービス

の種類
指定年月日

社会福祉法人山形県コロニー協

会

山形市桜田南１番19号

就労定着支援事業山形コロニー就労

サポートセンター

山形市桜田南１番19号

就 労 定 着 支 援 平成30. 9. 6

社会福祉法人友愛会

山形市みはらしの丘四丁目15番

地３

障がい者グループホーム　しゃるど

ね

山形市富の中三丁目４番17－13号
共 同 生 活 援 助 同　　　9.26

社会福祉法人天童まいづる会

天童市大字矢野目2215番地

障害福祉サービス事業所　天童ひま

わり園

天童市大字矢野目129番地２

就 労 定 着 支 援 同　　　9.27



平成30年10月26日（金曜日） 第2990号山　　形　　県　　公　　報

1031

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第775号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、庄内赤川土地改良区の次の役員が退任した旨

の届出があった。

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第776号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成30年10月26日から同年11月９日まで縦覧に供す

る。

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　新庄戸沢線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第777号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成30年10月26日から同年11月９日まで縦覧に供す

る。

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　新庄次年子村山線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

指定居宅サービス事業者の

名称又は氏名
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日

庄内たがわ農業協同組合
デイサービス　えがお・デ・あいと

鶴岡市長沼字宮前23番１
通 所 介 護 平成30.10.15

理事及び監事の別 氏　　　　　　名 住 所

理 事 佐 藤 俊 介 東田川郡三川町大字神花字天神堂19番地

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

新庄市五日町字宮内224番６から

同　　　　　　　　250番１まで
旧

21.9

　 　  ～

7.9

メートル

536
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
43.3

　 　  ～

18.1

メートル

同　上
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山形県告示第778号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成30年10月26日から同年11月９日まで縦覧に供す

る。

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　片倉塩線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第779号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成30年10月26日から同年11月９日まで縦覧に供す

る。

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　片倉塩線

２　供用開始の区間　　最上郡大蔵村大字赤松字舛玉1271番３から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　1332番１まで

３　供用開始の期日　　平成30年10月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第780号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局飯豊山系砂防事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった｡

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施する地域

　　西置賜郡小国町

２　公共測量を実施する期間

　　平成30年10月16日から平成31年６月22日まで

３　作業の種類

　　公共測量（２級基準点測量（３点）及び３級水準測量（３点））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

新庄市千門町536番13から

同　　五日町字宮内249番４まで
旧

26.1

　 　  ～

10.7

メートル

80
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
45.5

　 　  ～

10.7

メートル

同　上

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

最上郡大蔵村大字赤松字舛玉1271番１から

同　　　　　　　　　　　　1332番１まで
旧

17.0

　 　  ～

10.0

メートル

30
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
22.5

　 　  ～

10.0

メートル

同　上
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山形県告示第781号

　平成30年９月県告示第680号（公共測量の実施の通知）により告示された公共測量について、国土交通省北陸地

方整備局飯豊山系砂防事務所長から次のとおり変更して実施する旨の通知があった｡

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

公共測量を実施する期間

　（変更前）　平成30年４月３日から同年11月16日まで

　（変更後）　平成30年９月３日から同年11月16日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第782号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、中山公園の指定管理者を次のとおり指定

した。

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公の施設の名称　　中山公園

２　指定した団体　　寒河江市緑町227番地の１

　　　　　　　　　　　青山建設株式会社

３　指 定 の 期 間　　平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第783号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成30年10月26日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号

　　平成30年８月23日　指令村総建第244号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　　尾花沢市大字尾花沢字荒楯下3300番38

３　開発許可を受けた者の住所及び名称

　　尾花沢市若葉町一丁目１番３号　尾花沢市長　菅根　光雄

　教育委員会関係　

規　　　　　則

　山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成30年10月26日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

教 育 長　　 　　　瀬　　　　　　　渉

山形県教育委員会規則第５号

　　　山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則

　山形県立高等学校管理運営規則（昭和41年４月県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

　別表第１中　「240」を「200」に、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

同　　　山形工業高等学校 工　業 機械システム 募集停止

電子システム 募集停止

情報システム 募集停止

建築システム 募集停止

環境システム 募集停止

機械 40

電子機械 40
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　」　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に、

「　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　」　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規則は、平成31年４月１日から施行する。

電気電子 40

情報技術 40

建築 40

土木・化学 40

同　　　山形工業高等学校 工　業 機械 40

電子機械 40

電気電子 40

情報技術 40

建築 40

土木・化学 40

同　　　庄内農業高等学校 農　業 生物生産 募集停止

園芸科学 募集停止

生物環境 募集停止

食料生産 40

食品化学 40

同　　　酒田光陵高等学校 工　業 機械 40

電子機械 40

エネルギー技術 40

環境技術 40

同　　　酒田光陵高等学校 工　業 機械 募集停止

電子機械 募集停止

エネルギー技術 募集停止

機械制御 40

電気電子 40

環境技術 40

同　　　庄内農業高等学校 農　業 食料生産 40

食品化学 40

同　　　谷地高等学校 普　通 120

同　　　小国高等学校 普　通 80

同　　　谷地高等学校 普　通 80

同　　　小国高等学校 普　通 40

200

を

160

40 40

40 40

120
を

120

160 120
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公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　平成31年度山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校の高等部の入学者を次のとおり募集する。

　　平成30年10月26日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

教 育 長　　 　　　瀬　　　　　　　渉

１　山形県立高等学校全日制の課程及び定時制の課程

学　　　校　　　名
全　日　制　の　課　程 定時制の課程

特　　　記
設　置　学　科 入学定員 設置学科 入学定員

山形県立山 形 東 高 等 学 校 普通 160 　一般入学者選抜に

おいて、理数探究科

と国際探究科をあわ

せて、探究科として

募集する。

探究 理数探究、国際

探究

80

同 山 形 南 高 等 学 校 普通 200

理数 40

同 山 形 西 高 等 学 校 普通 200

同 山 形 北 高 等 学 校 普通 160

音楽 40

同 山 形 工 業 高 等 学 校 工業 機 械 40

電 子 機 械 40

電 気 電 子 40

情 報 技 術 40

建 築 40

土 木 ・ 化 学 40

同 山 形 中 央 高 等 学 校 普通 160

体育 80

同 霞 城 学 園 高 等 学 校 普通 午前 40

午後 40

夜 40

同 上山明新館高等学校 普通 160

農業 食 料 生 産 40

商業 情 報 経 営 40

同 天 童 高 等 学 校 総合 160

同 山 辺 高 等 学 校 家庭 食 物 40

福 祉 40

看護 看 護 40

同 寒 河 江 高 等 学 校 普通 200 　普通科一般コース

160名、普通科探究

コース40名をそれぞ

れ募集する。

同 寒河江工業高等学校 工業 機 械 40

電 子 機 械 40

情 報 技 術 40

同 谷 地 高 等 学 校 普通 80

同 左 沢 高 等 学 校 総合 120

同 村 山 産 業 高 等 学 校 農業 農 業 経 営 40
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農 業 環 境 40

工業 機 械 40

電 子 情 報 40

商業 流通ビジネス 40

同 東 桜 学 館 高 等 学 校 普通 200 　入学定員に併設型

中学校からの入学者

数も含む。

同 北 村 山 高 等 学 校 総合 120

同 新 庄 北 高 等 学 校 普通 200 普通 夜 40 　普通科一般コース

160名、普通科探究

コース40名をそれぞ

れ募集する。

最 上 校 普通 40

同 新 庄 南 高 等 学 校 普通 80

商業 総合ビジネス 40

金 山 校 普通 40

同 新庄神室産業高等学校 農業 生 物 生 産 40

生 物 環 境 40

工業 機 械 電 気 40

環境デザイン 40

真 室 川 校 普通 40

同 米沢興譲館高等学校 普通 120 　一般入学者選抜に

おいて、理数探究科

と国際探究科をあわ

せて、探究科として

募集する。

探究 理数探究、国際

探究

80

同 米 沢 東 高 等 学 校 普通 160

同 米 沢 工 業 高 等 学 校 工業 機 械 40 工業 産業 夜 40 　全日制の課程にお

いて、機械科と生産

デザイン科、建築科

と環境工学科は、そ

れぞれまとめて募集

する。

生産デザイン 40

電 気 情 報 40

建 築 40

環 境 工 学 40

同 米 沢 商 業 高 等 学 校 商業 総合ビジネス 80

情報ビジネス 40

同 置 賜 農 業 高 等 学 校 農業 生 物 生 産 40

園 芸 福 祉 40

食 料 環 境 40

同 南 陽 高 等 学 校 普通 160

同 高 畠 高 等 学 校 総合 120

同 長 井 高 等 学 校 普通 200 　普通科一般コース

160名、普通科探究

コース40名をそれぞ

れ募集する。

同 長 井 工 業 高 等 学 校 工業 機械システム 40

電子システム 40

福祉生産システム 40

同 荒 砥 高 等 学 校 総合 80

同 小 国 高 等 学 校 普通 40
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同 鶴岡南高等学校 普通 160 　一般入学者選抜に

おいて、普通科と理

数科は、まとめて募

集する。

理数 40

山 添 校 普通 40

同 鶴岡北高等学校 普通 120

同 鶴岡工業高等学校 工業 機 械 40 工業 工業技術 夜 40

電 気 電 子 40

情 報 通 信 40

建 築 40

環 境 化 学 40

同 鶴岡中央高等学校 普通 120

総合 120

同 加茂水産高等学校 水産 海 洋 技 術 40

海 洋 資 源 40

同 庄内農業高等学校 農業 食 料 生 産 40

食 品 科 学 40

同 庄内総合高等学校 総合 120

同 酒田東高等学校 普通 120 　一般入学者選抜に

おいて、理数探究科

と国際探究科をあわ

せて、探究科として

募集する。

探究 理数探究、国際

探究

80

同 酒田西高等学校 普通 160 普通 昼 40

同 酒田光陵高等学校 普通 80

工業 機 械 制 御 40

電 気 電 子 40

環 境 技 術 40

商業 ビジネス流通 40

ビジネス会計 40

情報 40

同 遊佐高等学校 総合 40

※山形東高等学校、米沢興譲館高等学校、酒田東高等学校の「探究科」は、理数に関する学科である理数探究科

と国際関係に関する学科である国際探究科を合わせて募集する場合の総称として記載しています。

２　山形県立高等学校通信制の課程

（注）入学者志願に係る詳細については、別記２「平成31年度山形県立高等学校通信制の課程入学志願要項」に

定めるところによる。

３　山形県立特別支援学校の高等部

学　　　校　　　名 設置学科 入学定員

山形県立霞城学園高等学校 普　　通 120

服　　飾 40

同 鶴岡南高等学校 普　　通 80

学　　校　　名 受入れ区域 設置学科 入学定員

山形県立山 形 盲 学 校 県 下 一 円 普　　通 若干名

保健理療 若干名
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（注）１　受入れ区域について特別な事情がある場合には、校長が調整する。

（注）２　入学者志願に係る詳細については、別記３「平成31年度山形県立特別支援学校の高等部入学志願要

項」に定めるところによる。

４　山形県立高等学校専攻科

（注）入学者志願に係る詳細については、別記４「平成31年度山形県立高等学校専攻科入学志願要項」に定める

ところによる。

５　山形県立特別支援学校の高等部専攻科

（注）入学者志願に係る詳細については、別記５「平成31年度山形県立特別支援学校の高等部専攻科入学志願要

項」に定めるところによる。

別記１

平成31年度山形県立高等学校全日制の課程及び定時制の課程入学志願要項

第１　推薦入学者選抜

　１　志願資格

推薦入学を志願することができる者は、次の各号に該当する者とする。

同 山 形 聾
ろう

学 校 県 下 一 円 普　　通 若干名

同 山 形 養 護 学 校 県 下 一 円 普　　通 14

同 米 沢 養 護 学 校 米沢市、南陽市、高畠町、川西町 普　　通 14

同 米 沢 養 護 学 校

西 置 賜 校

長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 普　　通 11

同 ゆきわり養護学校 県 下 一 円 普　　通 若干名

同 鶴 岡 養 護 学 校 鶴岡市、庄内町、三川町 普　　通 14

同 酒田特別支援学校 酒田市、遊佐町 普　　通 14

同 新 庄 養 護 学 校 新庄市、金山町、最上町、舟形町、

真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

普　　通 22

同 村山特別支援学校 山形市、上山市、天童市、山辺町、

中山町

普　　通 11

同 楯岡特別支援学校 村山市、天童市、東根市、尾花沢市、

大石田町

普　　通 11

同 楯岡特別支援学校

大 江 校

寒河江市、河北町、西川町、朝日町、

大江町

普　　通 11

同 上山高等養護学校 山形市、米沢市、寒河江市、上山市、

村山市、長井市、天童市、東根市、

尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、

河北町、西川町、朝日町、大江町、

大石田町、高畠町、川西町、小国町、

白鷹町、飯豊町

普　　通 24

同 鶴岡高等養護学校 鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、

遊佐町

普　　通 16

学　　校　　名 設置学科 入学定員

山形県立山 辺 高 等 学 校 看　　護 40

学　　校　　名 受入れ区域 設置学科 入学定員

山形県立山 形 盲 学 校 県 下 一 円 理　　療 若干名

同 山 形 聾
ろう

学 校 県 下 一 円 商業技術 若干名

生産技術 若干名
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(1) 平成31年３月に県内の中学校、これに準ずる県内の学校又は義務教育学校（以下「中学校」という。）を

卒業する見込みの者のうち、次の条件を満たす者

イ　当該学科の学習に対する強い志望があり、目的意識が明確かつ適切であること。

ロ　当該学科に対する適性、興味及び関心を有すること。

ハ　当該高等学校が別に定める出願要件を満たしていること。

ニ　体育科については、得意運動種目を有すること。

ホ　音楽科については、得意領域（声楽、器楽）を有すること。

(2) 合格した場合は、入学が確約できる者

　２　通学区域

山形県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則（昭和24年３月県教育委員会規則第４号）の定めると

ころによる。

　３　対象学科・募集人員

別に定める。

　４　出願に必要な書類及び提出期間

(1) 出願に必要な書類

イ　共通に必要な書類

　　　　(ｲ) 推薦入学願書

　　　　(ﾛ) 自己推薦書

　　　　(ﾊ) 調査書

ロ　個別に必要な書類

　　　　(ｲ) 自己申告書

　　　　　　志願先の高等学校長が提出を認めたとき。

(2) 提出期間

出願に必要な書類は、平成31年１月21日（月）から同月25日（金）正午までの間に、在籍中学校長を経由

して、志願先高等学校長に提出するものとする。

　５　選抜及び合格者の発表

選抜は、調査書及び面接並びに必要に応じて実施される適性検査、作文・実技検査、基礎学力検査等の結果

を各高等学校で定めた選抜規準に照らし行う。

(1) 面接、適性検査及び作文・実技検査、基礎学力検査等は、平成31年２月５日（火）に志願先高等学校で受

けるものとする。

(2) 適性検査は、体育科及び音楽科について実施し、作文・実技検査、基礎学力検査等は高等学校長が必要に

応じて実施するものとする。

(3) 志願先高等学校長は、選抜結果について平成31年２月13日（水）必着で、在籍中学校長宛て郵送する。た

だし、合格者の発表は、平成31年３月17日（日）に行う。

第２　中高一貫教育における連携型入学者選抜

　１　志願資格

中高一貫教育における連携型入学者選抜を志願することのできる者は、平成31年３月に山形県内の連携型中

高一貫教育を行う中学校を卒業する見込みの者とする。

　２　対象校

連携型中高一貫教育を行う高等学校（県立新庄南高等学校金山校及び県立小国高等学校）

　３　募集人員

入学定員以内の募集とする。

　４　出願に必要な書類及び提出期間

出願に必要な書類は、連携型入学願書及び「学習のまとめ」とし、平成31年１月21日（月）から同月25日

（金）正午までの間に、在籍中学校長を経由して、志願先高等学校長に提出するものとする。

　５　選抜及び合格者の発表

選抜は、学力検査を行わず、「学習のまとめ」及び面接等に基づいて行うものとする。

(1) 面接は、平成31年２月５日（火）に志願先高等学校で受けるものとする。

(2) 志願先高等学校長は、選抜結果について平成31年２月13日（水）必着で、在籍中学校長宛て郵送する。た

だし、合格者の発表は、平成31年３月17日（日）に行う。



平成30年10月26日（金曜日） 第2990号山　　形　　県　　公　　報

1040

第３　一般入学者選抜

　１　志願資格

一般入学者選抜を志願することのできる者は、次のいずれかに該当する者であること。

(1) 平成31年３月に中学校、これに準ずる学校又は義務教育学校を卒業見込みの者若しくは中等教育学校の前

期課程（以下第３において「中学校」という。）を修了（以下第３において「卒業」という。）する見込みの

者で、平成31年度推薦入学者選抜又は中高一貫における連携型入学者選抜において合格内定していない者

(2) 中学校を卒業した者

(3) 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第95条の各号のいずれかに該当する者

　２  通学区域

山形県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則（昭和24年３月県教育委員会規則第４号）の定めると

ころによる。

　３  出願に必要な書類及び提出期間

(1) 共通に必要な書類

イ　一般入学願書

ロ　調査書

(2) 個別に必要な書類

イ　自己申告書

　　　　　志願先の高等学校長が提出を認めたとき。

ロ　学区外高等学校志願許可書

　　　　　県教育委員会に「学区外高等学校志願許可願」を提出し許可を受けたとき。

ハ　県外志願者受入校への届出書及び当該都道府県の公立高等学校を志願しない旨の証明書

「県外志願者受入制度」により、山形県外からの志願者受入れを認められている高等学校に、県外から

志願するとき。

ニ　推薦入学者選抜受検票又は連携型入学者選抜受検票

　　　　　推薦入学者選抜又は連携型入学者選抜に漏れた者が、同一高等学校に志願するとき。

ホ　推薦入学者選抜願書の写し又は連携型入学者選抜願書の写し

　　　　　推薦入学者選抜又は連携型入学者選抜に漏れた者が、他の高等学校に志願するとき。

へ　在籍高等学校長の志願承諾書

　　　　　高等学校に在籍のまま志願するとき。

(3) 提出期間

出願に必要な書類は、平成31年２月20日（水）から同月26日（火）正午までの間に、在籍又は出身中学校

長等を経由して、志願先高等学校長に提出するものとする。

　４　選抜及び合格者の発表

選抜は、調査書及び学力検査の成績等に基づき、各高等学校、学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受け

るに足る能力・適性等を判定して行う。

なお、高等学校長は、必要に応じ、面接の結果及び自己申告書を選抜の資料として用いることができるもの

とする。また、体育科及び音楽科は、適性検査の結果を選抜の資料として加えるものとする。

学力検査及び適性検査は次の各号に従い行う。

(1) 学力検査は、平成31年３月10日（日）に志願先高等学校で受検するものとする。

(2) 面接は、平成31年３月10日（日）学力検査終了後に志願先高等学校で受検するものとする。ただし、志願

状況等に応じては、面接を翌日の平成31年３月11日（月）とすることがある。

(3) 適性検査は、平成31年３月11日（月）に志願先高等学校で行うものとする。

(4) 合格者の発表は、志願先高等学校において平成31年３月17日（日）に受検番号によって行う。

第４　定時制の課程における成人の志願者の選抜

　１　志願資格

定時制の課程における成人の志願者の選抜を志願することのできる者は、「第３　一般入学者選抜　１志願

資格」に該当し、平成31年４月１日現在で20歳以上の者とする。

　２　出願に必要な書類及び提出期間

(1) 一般入学願書

(2) 出身中学校の卒業証明書
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(3) 提出期間

一般入学願書及び卒業証明書は、平成31年２月20日（水）から同月26日（火）正午までの間に、志願者が

志願先高等学校長に提出する。

　３　選抜及び合格者の発表

選抜は、作文及び面接等に基づいて行う。

(1) 作文及び面接は、平成31年３月10日（日）に行う。

(2) 合格者の発表は、平成31年３月17日（日）に受検番号によって行う。

第５　注意事項

１　入学願書には、入学者選抜手数料として全日制の課程は2,200円、定時制の課程は950円の山形県収入証紙を

貼り、消印はしないこと。

２　国立諸学校に合格し、入学する旨報告のあった志願者については、選抜から除外する。

３　この要項に定めるもののほか、細部については、平成31年度山形県公立高等学校入学者選抜実施要項及び高

等学校ごとの募集要項によるものとする。

別記２

平成31年度山形県立高等学校通信制の課程入学志願要項

　１　志願資格

　　　高等学校に入学を志願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 平成31年３月に中学校、これに準ずる学校又は義務教育学校を卒業見込みの者若しくは中等教育学校の前

期課程（以下別記２において「中学校」という。）を修了（以下別記２において「卒業」という。）する見込

みの者

(2) 中学校を卒業した者

(3) 学校教育法施行規則第95条の各号のいずれかに該当する者。ただし、霞城学園高等学校服飾科について

は、技能連携を行う教育機関の平成31年度入学予定者に限る。

　２　募集区域

　　　県下一円

　３　出願に必要な書類及び提出期間

(1) 入学願書

　　　　学校所定のものに入学者選抜手数料として300円の山形県収入証紙を貼り、消印しないこと。

(2) 調査書

全日制及び定時制の課程に同じ。ただし、中学校卒業後５年を経過した志願者については、中学校の卒業

証明書をもって、調査書に代えることができる。

(3) 提出期限

平成31年３月１日（金）から同月22日（金）午後４時までとする。ただし、欠員のあるときは、この期間

を過ぎても受け付けることができる。

　４　選考及び合格者の発表

入学者選考は、学力検査を行わず、調査書等を主な資料として行い、必要に応じて面談、作文、自己申告書

等も選考の資料に加えることができるものとする。

(1) 面談及び作文の実施方法等は、各高等学校長が別に定める。

(2) 合格者の発表は、平成31年３月28日（木）までに行う。３(3)に掲げる期間を過ぎて受け付けた者につい

ては、その都度行う。

　５　その他

(1) 細部については、平成31年度山形県公立高等学校入学者選抜実施要項及び高等学校ごとの募集要項による

ものとする。

(2) 出願に必要な書類は、志願先高等学校長に提出する。

別記３

平成31年度山形県立特別支援学校の高等部入学志願要項

　１  志願資格

　　　次の各号の要件を満たす者とする。
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(1) 次のいずれかに該当する者であること。

イ　平成31年３月に中学校、特別支援学校の中等部又は義務教育学校を卒業見込みの者若しくは中等教育学

校の前期課程（以下別記３において「中学校」という。）を修了（以下別記３において「卒業」という。）

する見込みの者

ロ　中学校又は特別支援学校の中学部を卒業した者

ハ　中学校又は学校教育法等の一部を改正する法律（平成18年法律第80号）第１条の規定による改正前の学

校教育法に基づく盲学校、聾
ろう

学校及び養護学校の中学部を卒業した者

ニ　学校教育法施行規則第95条の各号のいずれかに該当する者

(2) 学校教育法施行令 (昭和28年政令第340号）第22条の３に該当する者であること。ただし、高等部のみを

置く特別支援学校及び新庄養護学校高等部就労コースにおいては、知的発達の遅滞があり、就労を目指す教

育課程を履修できる者とする。

　２　入学者の募集

入学者は、学校ごとに募集する。募集期間、入学定員及び志願に必要な書類等は、各学校の入学者募集要項

に示す。

　３  入学志願及び調査書等の提出

(1) 入学志願は１人１校とする。

(2) 入学願書は、在籍又は出身の中学校、特別支援学校の校長を経由して志願校に提出すること。志願取消し

や、締切前における入学願書記載内容の変更等を行う場合にも同様とする。

なお、高等学校及び特別支援学校の高等部に在籍のまま志願する者は、在籍校長の志願承諾書を添えて提

出すること。

(3) 調査書等は、入学願書を経由する校長が作成し、前号の書類とともに、志願校に提出すること。

　４  選考日時及び会場

　　　各学校の入学者募集要項に示す。

　５　選考方法

(1) 選考は、各特別支援学校長が作成する入学者選考実施要項に基づいて行う。

(2) 各特別支援学校長は関係学校長から送付された調査書等、学校ごとに行う学力検査、諸検査及び面接の結

果により、総合的に検討し、入学者を判定する。

(3) 学力検査を実施する場合、検査問題は、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領、特別支援学校学習指

導要領及び関係学校における教育のねらいに基づいて出題する。

　６　合格者の発表

各特別支援学校長は、選考後速やかに当該校において合格者の発表を行う。志願者の在籍又は出身学校長に

通知するとともに、志願者に選考結果を通知する。

　７　その他

細部については、志願校に問い合わせること。

 

別記４

平成31年度山形県立山辺高等学校専攻科（看護）入学志願要項

　１　志願資格

山形県立山辺高等学校看護科を平成31年３月卒業見込みの者とする。

　２　出願期間

平成31年１月21日（月）から同月25日（金）正午まで

　３　提出書類

　　　学校所定の入学願書

入学者選抜手数料は要しない。

　４　選抜

卒業の判定をもって行う。

　５　合格発表

平成31年２月15日（金）正午予定

　６　その他

細部については、学校の募集要項によることとし、志願校に問い合わせること。
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別記５

平成31年度山形県立特別支援学校の高等部専攻科入学志願要項

　１　志願資格

　　　次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

イ　高等学校又は特別支援学校の高等部を平成31年３月卒業見込みの者

ロ　高等学校又は特別支援学校の高等部を卒業した者

ハ　高等学校又は学校教育法等の一部を改正する法律（平成18年法律第80号）第１条の規定による改正前の

学校教育法に基づく盲学校又は聾
ろう

学校の高等部を卒業した者

ニ　文部科学大臣の定めるところにより、ハに掲げる者と同等以上の学力があると認められた者

(2) 学校教育法施行令第22条の３に該当する者であること。

　２　入学者の募集

入学者は、学校ごとに募集する。募集期間及び志願に必要な書類等は、各学校の入学者募集要項に示す。

　３  入学願書及び調査書等の提出

(1) 入学願書は、在籍又は出身の特別支援学校、高等学校の校長を経由して志願校に提出すること。志願取消

しや、締切前における入学願書記載内容の変更等を行う場合にも同様とする。

なお、大学等に在学のまま志願する者は、在学する学長等の志願承諾書を添えて提出すること。

(2) 調査書等は、入学願書を経由する校長が作成し、前号の書類とともに志願校に提出すること。

　４　選考日時及び会場

各学校の入学者募集要項に示す。

　５　選考方法

(1) 選考は、各特別支援学校長が作成する入学者選考実施要項に基づいて行う。

(2) 各特別支援学校長は関係学校長から送付された調査書等、学校ごとに行う学力検査、諸検査及び面接の結

果により、総合的に検討し、入学者を判定する。

(3) 学力検査の問題は、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、特別支援学校高

等部学習指導要領及び関係特別支援学校（視覚障がい又は聴覚障がい）の高等部専攻科における教育のねら

いに基づいて出題する。

　６　合格者の発表

各特別支援学校長は、選考後、当該校において合格者の発表を行う。

　７　その他

細部については、志願校に問い合わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

　なお、この落札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定（以下「協定」と

いう。）、2012年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協

定その他の国際約束の適用を受ける。

　　平成30年10月26日

山形県立中央病院長　　細　　　矢　　　貴　　　亮

１　落札に係る物品の名称及び数量

　　マルチスライスＣＴ装置及びデジタル乳房Ｘ線撮影装置　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県立中央病院経営戦略課調達室　山形市大字青柳1800番地　電話番号023(685)2623

３　落札者を決定した日　平成30年10月３日

４　落札者の名称及び所在地

　　丸木医科器械株式会社山形支店　山形市蔵王松ヶ丘二丁目２番22号

５　落札金額　154,310,400円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定による公告を行った日　

　　平成30年８月24日
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